
環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」　第8章　食品中の放射性物質

食品中の 
放射性物質対策 

◎の自治体 ●の自治体 
（■の自治体も準じて実施） 

>基準値の２分の１
市町村 

主要産地 
の市町村 

その他の 
市町村 

>基準値の２分の１
市町村 

その他の 
市町村 

>基準値 ３検体以上 ３検体以上 １検体以上 ３検体以上 １検体以上※2 

基準値２分の１
～基準値 ー ３検体以上 １検体以上※2 

牛肉 ー 農家毎に３か月に１回※3 

乳 ー クーラーステーション単位で 
１回以上/２週間 

内水面魚 
海産魚 週１回程度※1 ー 

※1：岩手県が行う海産魚の検査については、過去の検査結果を考慮して実施。 
※2：県内を市町村を越えて複数の区域に分割し、区域単位で３検体以上実施することもできる。 
※3：自治体が適切な飼料管理が行われていることを確認した農家は、12か月に１回程度とすることができる。 

食品中の放射性物質に関する検査計画（3/3） 

厚生労働省ウェブサイト「食品中の放射性物質への対応」より作成 


